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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】取付が容易であり、使用者が睡眠時において、
窮屈なく安心して寝返りをすることができ、安定した睡
眠を確保することができるヘッドレストを提供する。
【解決手段】座席の背凭れ上部に取り付けて使用される
ヘッドレストであって、下部に開口２０ｅを有する収容
空間２０ｈに背凭れ上部を挿入し得る袋状の取付部２０
と取付部２０に連結されたクッション部材１０を有する
本体部２とを備える。本体部２は、背凭れに取り付けら
れた状態において、背凭れの前面に配置されるベース部
材と、ベース部材の表面から前方に向かって突出するよ
うに設けられた一対の側壁部材と、を備えており、一対
の側壁部材は、一対の側壁部材間に頭部を収容し得る頭
部収容溝１０ｈが形成され、かつ頭部収容溝１０ｈの内
面間の距離が頭部の幅よりもよりもやや広くなるように
配設されている。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　座席の背凭れ上部に取り付けて使用されるヘッドレストであって、
下部に開口を有する収容空間を備え、該収容空間内に前記背凭れ上部を前記下部の開口か
ら挿入し得る袋状の取付部と、該取付部に連結されたクッション部材を有する本体部と、
を備えており、
前記本体部は、
前記背凭れに取り付けられた状態において、該背凭れの前面に配置されるベース部材と、
該ベース部材の表面から前方に向かって突出するように設けられた一対の側壁部材と、を
備えており、
該一対の側壁部材は、
該一対の側壁部材間に頭部を収容し得る頭部収容溝が形成され、かつ該頭部収容溝の内面
間の距離が頭部の幅よりもよりもやや広くなるように配設されている
ことを特徴とする座席用ヘッドレスト。
【請求項２】
　前記本体部は、
前記クッション部材と、該クッション部材を収容し得る収容部材を備えている
ことを特徴とする請求項１記載の座席用ヘッドレスト。
【請求項３】
　前記クッション部材が、
低反発弾性機能を有する素材で形成された低反発部材である
ことを特徴とする請求項１または２記載の座席用ヘッドレスト。
【請求項４】
　前記クッション部材において、前記ベース部材となる部分が、
前記低反発部材と、該低反発部材よりもやや高い弾性機能を有する素材で形成された高反
発部材と、が積層するように形成されており、
前記高反発部材が
前記低反発部材の背面に位置するように配設されている
ことを特徴とする請求項３記載の座席用ヘッドレスト。
【請求項５】
　前記低反発部材は、
その反発弾性率が１０％以下であり、
前記高反発部材は、
その反発弾性率が２５％以上である
ことを特徴とする請求項３または４記載の座席用ヘッドレスト。
【請求項６】
　前記ベース部材は、
前記低反発部材の厚さが２０ｍｍ～４０ｍｍであり、
前記高反発部材の厚さが５ｍｍ～２０ｍｍである
ことを特徴とする請求項４または５記載の座席用ヘッドレスト。
【請求項７】
　前記一対の側壁部材は、
その厚さが３０ｍｍ～６０ｍｍである
ことを特徴とする請求項１、２、３、４、５または６記載の座席用ヘッドレスト。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、座席用ヘッドレストに関する。さらに詳しくは、長距離バスや観光バスなど
の座席の背凭れに容易に取り付けて使用される座席用ヘッドレストに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、夜間に出発して翌日に目的地に到着するという長距離バスの需要が高まってきた
。このような長距離バスに乗車した人は、座席に座ったまま仮眠を取るのが一般的である
。
　従来、長距離バスに乗車した人が仮眠を取りやすくするために、座席の背凭れに取り付
けて使用するヘッドレストが提案されている（例えば、特許文献１～３）。
【０００３】
　特許文献１には、カバー部材と、このカバー部材に収容された充填材と、この充填材を
収容したカバー部材を座席の背凭れの上部に固定するための固定具とを備えたヘッドレス
トが開示されている。そして、この特許文献１のヘッドレストの充填材の頭部や頸部が接
する面には、頸部を嵌めることができる凹み部が設けられている。このため、特許文献１
のヘッドレストでは、固定用のベルトの長さを調節すれば、カバー部材に収容された充填
材の位置を所望に高さに調整することができる。そして、使用者の頸部や頭部を凹み部に
嵌めこめば、安定して頭部および頸部を保持することができるという利点がある。
【０００４】
　また、特許文献２には、背凭れに取り付けたときに、座席の背凭れに対して略垂直に立
設するように設けられた一対の側方保持部を備えたヘッドレストが開示されている。この
ため、特許文献２のヘッドレストを使用すれば、一対の側方保持部によって使用者の頭部
側面に密着して保持することができる。そして、特許文献２のヘッドレストでは、一対の
側方保持部の内面を頭部側面に密着するように保持するので、頭部が左右に傾くのを防止
できるという利点がある。
【０００５】
　一方、近年、反発弾性の低い低反発部材によって形成されたクッションが開発されてい
る。一般的に、このような低反発性を有するクッションは、荷重が加えられると、圧力を
均一に分散させることができ、しかも局部的な圧迫が少ないといった機能を有するので、
枕や寝具等に使用されている。つまり、このような寝具等を使用すれば、使用状態におい
て、使用者の体や頭部形状にクッションがフィットして体圧が全体に分散され、局部的な
圧力が低減されるので、体全体を包むようなフィット感が得られる。すると、使用者は、
よりリラックスした状態で睡眠や休息をとることができる。
【０００６】
　特許文献３には、上記のごとき低反発部材によって形成されたクッションを利用したヘ
ッドレストが開示されている。
　特許文献３のヘッドレストでは、着座部用クッションと、背凭れ用クッションと、ヘッ
ドレスト用クッションを備えており、各クッションが低反発部材によって形成されている
ので、上述した寝具等に低反発部材のクッションを使用した場合と同様の効果を奏すると
いう利点がある。しかも、特許文献３のヘッドレストは、既存の座席の座部および背凭れ
に被せるようにして取付けるためのカバー部材を備えているので、ベルト等によって固定
する場合に比べてしっかりと座席に固定することができるという利点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－３５３０４０号公報
【特許文献２】登録実用新案第３０１５６９９号公報
【特許文献３】特開２０１０－８２４３４号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００８】
　通常、人は、睡眠状態において、無意識的に体や頭部の位置を定期的に移動させる、つ
まり寝返りをすることによって、安定した睡眠を確保して、体の疲労を回復させる。
【０００９】
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　しかるに、特許文献１または２のヘッドレストでは、使用者の頭部をほぼ正面に向いた
状態で保持するので、使用者は寝返りをすることができないから、安定した睡眠を確保す
ることができず、体の疲労を回復させることができないといった問題が生じる。とくに、
特許文献２のヘッドレストでは、上記問題に加えて、一対の側方保持部が密着するように
頭部側面を保持するので、使用者に圧迫感を与え、かつ頭部をほぼ動かすことができない
から、かえって使用者に対して疲労感を増加させるといった問題も生じる。
　また、特許文献１および３のヘッドレストでは、使用者が無理に寝返りをすれば、頭部
がヘッドレストからずり落ちてしまうといった問題が生じる。さらに、特許文献１のヘッ
ドレストでは、固定用のベルトが緩んだりした場合、充填材を収容したカバー部材自体が
外れる可能性があるといった問題も生じる。
　さらにまた、特許文献３のヘッドレストは、かかるヘッドレストを座席に取付ける際に
は、カバー部材によって座席全体を覆うようにして取り付けなければならないので、取付
作業が煩雑となり、しかも座席のデザイン等を隠してしまう等の問題も生じる。
【００１０】
　現状では、座席に容易に取付けることができ、取り付けた状態から外れにくいヘッドレ
ストであって、使用時つまり睡眠時において、安心して寝返りをすることができ、寝返り
をしても頭部がヘッドレストからずり落ちることがない安定した睡眠を確保することがで
きるヘッドレストが望まれていた。
【００１１】
　本考案は上記事情に鑑み、取付が容易であり、使用者が睡眠時において、窮屈なく安心
して寝返りをすることができ、安定した睡眠を確保することができるヘッドレストを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　第１考案の座席用ヘッドレストは、座席の背凭れ上部に取り付けて使用されるヘッドレ
ストであって、下部に開口を有する収容空間を備え、該収容空間内に前記背凭れ上部を前
記下部の開口から挿入し得る袋状の取付部と、該取付部に連結されたクッション部材を有
する本体部と、を備えており、前記本体部は、前記背凭れに取り付けられた状態において
、該背凭れの前面に配置されるベース部材と、該ベース部材の表面から前方に向かって突
出するように設けられた一対の側壁部材と、を備えており、該一対の側壁部材は、該一対
の側壁部材間に頭部を収容し得る頭部収容溝が形成され、かつ該頭部収容溝の内面間の距
離が頭部の幅よりもよりもやや広くなるように配設されていることを特徴とする。
　第２考案の座席用ヘッドレストは、第１考案において、前記本体部は、
前記クッション部材と、該クッション部材を収容し得る収容部材を備えていることを特徴
とする。
　第３考案の座席用ヘッドレストは、第１または第２考案において、前記クッション部材
が、低反発弾性機能を有する素材で形成された低反発部材であることを特徴とする。
　第４考案の座席用ヘッドレストは、第３考案において、前記クッション部材において、
前記ベース部材となる部分が、前記低反発部材と、該低反発部材よりもやや高い弾性機能
を有する素材で形成された高反発部材と、が積層するように形成されており、前記高反発
部材が前記低反発部材の背面に位置するように配設されていることを特徴とする。
　第５考案の座席用ヘッドレストは、第３または第４考案において、前記低反発部材は、
その反発弾性率が１０％以下であり、前記高反発部材は、その反発弾性率が２５％以上で
あることを特徴とする。
　なお、反発弾性率は、ＪＩＳ　Ｋ　６４００の方法またはＪＩＳ　Ｋ　６４００に準拠
した方法に基いて測定した値である。
　第６考案の座席用ヘッドレストは、第４または第５考案において、前記ベース部材は、
前記低反発部材の厚さが２０ｍｍ～４０ｍｍであり、前記高反発部材の厚さが５ｍｍ～２
０ｍｍであることを特徴とする。
　第７考案の座席用ヘッドレストは、第１、第２、第３、第４、第５または第６考案にお
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いて、前記一対の側壁部材は、その厚さが３０ｍｍ～６０ｍｍであることを特徴とする。
【考案の効果】
【００１３】
　第１考案によれば、取付部の下部の開口から背凭れの上部を収容空間内に挿入するだけ
で、本考案の座席用ヘッドレストを取付けることができるので、取付が容易かつ迅速にで
きる。また、取付部が袋状に形成されているので、本体部が背凭れから外れにくくできる
。しかも、一対の側壁部材がベース部材の表面から前方に向かって突出するように設けら
れており、両者間に頭部収容溝が形成されている。また、一対の側壁部材は、頭部収容溝
の横幅が頭部の幅よりも広くなるように配設されている。すると、使用状態では、頭部が
動いても本体部の外方に頭部がずり落ちるのを防止しつつ、寝返りした場合でも、一対の
側壁部材が頭部の動きに干渉するのを防止できる。したがって、本考案の座席用ヘッドレ
ストを取り付けた座席に長時間座る場合でも、使用者は安定した睡眠を確保することがで
きる。
　第２考案によれば、本体部の収容部材とクッション部材が分離されているので、収容部
材だけを取り替えれば、常に清潔な状態を維持することができる。また、クッション部材
も取り替えることができるので、使用者の体型等に合った本体部を座席に取りつけること
ができる。つまり、本体部の頭部収容溝に使用者の頭部が常に位置するように本体部をと
りつけることができるのである。
　第３考案によれば、クッション部材が低反発部材によって形成されているので、使用状
態では、クッション部材を頭部を包み込むようにフィットさせることができる。すると、
頭部にフィットした作用面によって、頭部の荷重を均一に分散させ、局部的な圧力を低減
できるので、使用者の快適な睡眠をより長時間に渡って確保することができる。
　第４考案によれば、ベース部材が背面から高反発部材と低反発部材の順に積層して形成
されているので、表面の低反発部材が沈みながら頭部の荷重を均一に分散させる。そして
、低反発部材の沈み込みを、低反発部材の背面に位置する高反発部材の反発力によって支
持するので、ベース部材における頭部の極端な沈み込みを防止することができる。すると
、使用状態では、使用者の睡眠姿勢を適切な状態となるように維持することができる。
　第５考案によれば、低反発部材および高反発部材が所定の範囲の反発弾性率となるよう
に形成されているので、使用状態では、ベース部材における頭部の極端な沈み込みを確実
に防止できる。また、寝返りをしたときに頭部が動いて側壁部材に接触した場合でも、か
かる衝撃を確実に分散吸収できるから、使用者の睡眠が覚醒されたりするのを防止できる
。
　第６考案によれば、ベース部材の低反発部材と高反発部材の厚さが所定の厚さとなるよ
うに形成されているので、使用状態では、使用者の頭部を適切な睡眠姿勢を長時間に渡っ
て維持することができる。また、非睡眠時においても、使用者に対してより快適な着座姿
勢を付与することができる。
　第７考案によれば、一対の側壁部材の厚さが所定の厚さとなるように形成しているので
、使用状態では、頭部が本体部の外方にずり落ちるのを確実に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態の座席用ヘッドレスト１の概略説明図である、（Ａ）は概略正面図で
あり、（Ｂ）は概略側面図である。
【図２】本実施形態の座席用ヘッドレスト１の本体部の概略正面図である
【図３】（Ａ）は図２のＩＩＩＡ－ＩＩＩＡの概略断面図であり、（Ｂ）は図２のＩＩＩ
Ｂの概略矢視図である。
【図４】本実施形態の座席用ヘッドレスト１を座席の背凭れＳＢに取り付けた状態の概略
説明図である。
【図５】図４の要部概略拡大図である。
【図６】本実施形態の座席用ヘッドレスト１を座席の背凭れに取り付けた状態において、
使用者が本実施形態の座席用ヘッドレスト１を使用している使用状態を示した概略説明図
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であり、（Ａ）は使用状態の概略正面図であり、（Ｂ）は概略側面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１５】
　つぎに、本考案の実施形態を図面に基づき説明する。
　本考案の座席用ヘッドレストは、座席の背凭れ上部に取り付けて使用されるヘッドレス
トであって、使用状態では、使用者の頭部が動いても本考案の座席用ヘッドレストから頭
部がずり落ちるのを防止しつつ、寝返りした場合でも、頭部の動きに本考案の座席用ヘッ
ドレストが干渉するのを防止することができるようにしたことに特徴を有している。
【００１６】
　なお、本考案の座席用ヘッドレストを取付ける座席は、背凭れを備えた椅子であればよ
く、とくに限定されない。例えば、長距離バスや観光バス、電車などに使用される座席な
どを挙げることができる。また、映画館など長時間人が座る椅子なども本考案の座席用ヘ
ッドレストを取付ける対象の座席に含まれる。
　また、本考案の座席用ヘッドレストを取付ける座席における背凭れ上部とは、人が座席
に着座したときに頭部を含む胸部上方が接する部分のことをいい、背凭れ上部だけでなく
、その上方に設けられた既存のヘッドレストも含んだ概念である。
【００１７】
　なお、本明細書の使用状態とは、本考案の座席用ヘッドレストを背凭れ上部に取り付け
た状態において、着座した人（つまり使用者）が本考案の座席用ヘッドレストに頭部をあ
てて使う状態を意味する。例えば、使用者が本考案の座席用ヘッドレストを使用して睡眠
や仮眠などをとる状態のみならず、考案の座席用ヘッドレストに頭部を当てて読書などを
行う非睡眠時などのくつろいだ状態等も含む概念である。
【００１８】
　以下では、本考案の座席用ヘッドレストを取り付ける座席として長距離バスの座席を採
用し、かかる長距離バスの座席に本考案のヘッドレストを取り付けて使用した場合を代表
例として説明する。
【００１９】
（座席用ヘッドレスト１の概略説明）
　まず、本実施形態の座席用ヘッドレストの詳細を説明する前に、本実施形態の座席用ヘ
ッドレストの概略を説明する。
【００２０】
　図１に示すように、座席用ヘッドレスト１は、背面側に配設された取付部２０と、この
取付部２０に対して位置の正面側に配置された本体部２とを備えている。
【００２１】
（取付部２０の説明）
　図１に示すように、取付部２０は、その下端部に開口20eを有する中空な収容空間20hを
内部に備えた袋状の部材である。具体的には、取付部２０は、座席用ヘッドレスト１を取
付けるための座席の背凭れ上部の形状と正面視略相似形であって、その大きさが背凭れ上
部と略同一または若干大きくなるように形成されている。言い換えれば、収容空間20h内
に座席の背凭れ上部を収容でき、かつ、ある程度座席背凭れ上部と密着する程度の大きさ
となるように、取付部２０は形成されている。例えば、背凭れ上部が略台形の場合、取付
部２０は、その形状が略台形であって、背凭れ上部よりも若干大きくなるように形成され
ている。
【００２２】
　なお、取付部２０の大きさは、上記形状、サイズに限定されず、座席の背凭れ上部の形
状、大きさに応じて適宜適切な形状、大きさにすることができる。例えば、座席の背凭れ
上部が略正方形であれば、正面視（図１（Ｂ）では、クッション部材１０の表面から視認
した場合）略正方形に形成してもよい。
【００２３】
（本体部２の説明）
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　図２および図３に示すように、本体部２は、クッション部材１０と、このクッション部
材１０を内部に収容した収容部材３とから構成されている。
【００２４】
（クッション部材１０について）
　クッション部材１０は、ベース部材１１と、このベース部材の表面11sから突出するよ
うに設けられた一対の矩形状の側壁部材１４、１５とを備えている。
　以下では、収容部材３にクッション部材１０を収容した状態の本体部２について説明す
る。
【００２５】
（ベース部材１１について）
　図２および図３に示すように、ベース部材１１は、略板状の部材である。具体的には、
ベース部材１１は、座席用ヘッドレスト１を取付けるための座席の背凭れ上部の形状と正
面視略相似形であって、その大きさが背凭れ上部と略同一またはやや小さくなるように形
成されている。例えば、背凭れ上部が略台形の場合、ベース部材１１は、その形状が略台
形であって、背凭れ上部と略同一の大きさに形成されている。
【００２６】
　なお、ベース部材１１の大きさは、上記形状、サイズに限定されず、座席の背凭れ上部
の形状、大きさに応じて適宜適切な形状、大きさにすることができる。例えば、座席の背
凭れ上部が略台形の場合、ベース部材１１の上部を略台形に形成して、その上部台形の下
端（図２では上下方向の下端）を下方に延設した形状（つまり、上部の台形形状と下部の
長方形形状が連結した形状）に形成してもよい（図２参照）。
【００２７】
（側壁部材１４、１５について）
　図２または図３に示すように、一対の矩形状の側壁部材１４、１５は、互いに離間する
ように設けられている。具体的には、一対の矩形状の側壁部材１４、１５は、ベース部材
の略中心線（図２では上下方向の中心線）に対して略対向して、その長手方向の軸がこの
中心線と略平行になるように配設されている。つまり、図２または図３（Ｂ）に示すよう
に、一対の側壁部材１４、１５は、両者間にベース部材の上下端部（図２または図３（Ｂ
）では上下方向）を連通する溝10hが形成されるようにベース部材１１の表面11sに配設さ
れているのである。
　この溝10hは、後述するように座席用ヘッドレスト１を座席の背凭れ上部に取り付けて
使用する状態において、使用者の頭部を収容するための領域に相当する部分である。以下
では、溝10hを、単に頭部収容溝10hという。なお、頭部収容溝10hは、その幅が頭部の横
幅よりも大きくなるように形成されているが、その理由は後述する。
【００２８】
　以上のごとき構成を備えた座席用ヘッドレスト１を、座席Ｃに取り付けた状態を図４お
よび図５に基いて説明する。
【００２９】
　図４～図６において、符号１は、本実施形態の座席用ヘッドレストを示している。また
、符号Ｃは一般的な長距離バス用の座席を示している。符号ＳＣ、符号ＳＢおよび符号Ａ
Ｒは、本実施形態の座席用ヘッドレスト１（以下、単に座席用ヘッドレスト１という）を
取付けた座席Ｃのシートクッション、背凭れおよびアームレストを、それぞれ示している
。
　図４～図６に示すように、背凭れＳＢは、その上部形状が略台形に形成されている。
【００３０】
　なお、背凭れＳＢは、使用者が頭部を含む上半身の背中側をもたれかけることができる
背凭れであれば、とくに限定されない。例えば、図４または図６（Ｂ）に示すように、背
凭れＳＢが、その基端が連結部を介してシートクッションＳＣの基端と連結されており、
その前面が、連結部を支点としてシートクッションＳＣの表面を含む面に対して略直交す
る起立位置と、この倒立位置からやや後方に位置する傾斜位置との間で揺動可能に設けら
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れている。背凭れＳＢの前面が揺動可能であれば、使用者は、眠くなったら背凭れＳＢを
傾斜位置まで倒せば、仮眠や睡眠を取りやすくなる。
【００３１】
　本実施形態の座席用ヘッドレスト１は、その取付部２０の内部収容空間20h内に上述し
た座席Ｃの背凭れＳＢ上部を収容することによって、座席Ｃに取付けられる。
　上述したように、座席用ヘッドレスト１の取付部２０は、背凭れＳＢ上部と正面視略相
似形であって、その大きさが背凭れＳＢ上部と略同一または若干大きくなるように形成さ
れている。そして、取付部２０の下端部には、背凭れＳＢ上部を挿入するための開口が形
成されている。
　すると、背凭れＳＢ上部を取付部２０の下部開口20eから挿入して、背凭れＳＢ上部の
上端が取付部２０の収容空間20hの内底面に略接するまで挿入すれば、座席用ヘッドレス
ト１を背凭れＳＢに取付けることができる。つまり、取付部２０の下部開口20eから背凭
れＳＢ上部を収容空間20h内に挿入するだけで、座席用ヘッドレスト１を座席Ｃに取付け
ることができるので、座席用ヘッドレスト１を座席Ｃに取付ける取付作業を容易かつ迅速
に行うことができる。
【００３２】
　しかも、取付部２０が背凭れＳＢ上部と略相似形であり、大きさが略同一または若干大
きくなるように形成されているので、座席用ヘッドレスト１が背凭れＳＢから容易に外れ
にくくできる。さらに、取付部２０を背凭れＳＢ上部と同一の色彩にすれば、取付部２０
と背凭れＳＢが一体化したような印象を与えるので、見栄えがよくなる。
【００３３】
　とくに、背凭れＳＢの表面素材がモヘアなどの毛織物で形成されている場合、取付部２
０の収容空間20hの内表面を背凭れＳＢの表面素材と同じ毛織物で形成すれば、取付部２
０を背凭れＳＢに取り付けた状態において、両者の表面抵抗を大きくできる。すると、席
用ヘッドレスト１を座席Ｃに取り付けた状態において、席用ヘッドレスト１がズレにくく
なり、座席Ｃからも外れにくくなる。
【００３４】
　以上のごとく、座席用ヘッドレスト１を取付部２０によって座席Ｃの背凭れＳＢ上部に
取り付ければ、図４および図５に示すように、座席用ヘッドレスト１の本体部２を座席Ｃ
の背凭れＳＢ上部前面に位置するように配設される。
【００３５】
　図４および図５に示すように、座席用ヘッドレスト１を背凭れＳＢ上部に取り付けた状
態において、座席用ヘッドレスト１の本体部２は、そのベース部材１１の背面が背凭れＳ
Ｂの上部前面に沿うように配設される。かかる状態では、一対の略矩形状の側壁部材１４
、１５は、その長手方向の軸が略平行かつ、背凭れＳＢの軸方向と略平行となるように配
設される。つまり、頭部収容溝10hは、その中心軸が背凭れＳＢの軸方向に略平行となる
ように形成されるのである。
【００３６】
　すると、図６（Ａ）に示すように、頭部収容溝10hの幅Ｗ１が使用者の頭部の横幅ＨＷ
よりもやや広く形成されているので、座席用ヘッドレスト１を取り付けた座席Ｃを使用者
が使用する状態（つまり使用状態）では、頭部収容溝10h内に使用者の頭部を収容した状
態とすることができる。
　しかも、頭部収容溝10hの両端部には、ベース部材１１の表面11Sから突出した一対の側
壁部材１４、１５が頭部の軸方向と略平行に配設されているので、図６（Ｂ）に示すよう
に、側面視において、使用者の頭部の後頭部側約半分を頭部収容溝10h内に収容すること
ができる。すると、使用状態（例えば、使用者が睡眠状態にある場合）では、使用者の頭
部が動いた場合、一対の側壁部材１４、１５を壁のように機能させることができるので、
両部材によって頭部の動きを頭部収容溝10h内に維持することができる。つまり、使用状
態では、一対の側壁部材１４、１５によって使用者の頭部が頭部収容溝10hから外方に移
動するのを防止できる。したがって、無意識下で使用者の頭部が動いた場合であっても、
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頭部が本体部２の外方にずり落ちるのを防止することができるのである。
【００３７】
　しかも、図６（Ａ）に示すように、一対の側壁部材１４、１５に形成された頭部収容溝
10hは、その幅Ｗ１が使用者の頭部の横幅ＨＷよりも広くなるように形成されているので
、使用状態では、使用者は、自由に寝返りをすることができる。しかも、使用者が寝返り
をした場合であっても、頭部収容溝10hの両端部に設けられた一対の側壁部材１４、１５
が頭部の動きに干渉するのを防止することができる。
　したがって、使用状態では、使用者が寝返りをした場合であっても、使用者が一対の側
壁部材１４、１５に干渉されて睡眠から覚醒するようなことを防止できるので、長距離バ
スの座席に座席用ヘッドレスト１を取り付けた場合であっても使用者は長時間の安定した
睡眠を確保することができる。
【００３８】
　なお、上述したように、本体部２として、クッション部材１０と、このクッション部材
１０を内部に収容した収容空間３ｈとから構成する場合には、以下のような構造とすれば
よい。
　図１に示すように、収容部材３は、収容空間３ｈ内にクッション部材１０を収容するこ
とができるものであれば、その形状、大きさは、とくに限定されない。例えば、収容部材
３は、クッション部材１０と正面視略相似形であって、クッション部材１０の大きさと略
同一または若干大きくなるように形成することができる。とくに、収容部材３は、取付部
２０に対して着脱可能に連結されているのが好ましい。この場合、外部と接触する収容部
材３だけを取り替えることができるので、常に清潔な状態を維持することができる。しか
も、収容部材３は、クッション部材１０に比べてかさ張らないので、常に清潔な状態の収
容部材３を常備しておくことができる。
【００３９】
　また、収容部材３は、クッション部材１０よりもやや大きくなるように形成していれば
、使用者の体型等に合ったクッション部材１０を収容空間３ｈ内に収容することができる
。つまり、座席用ヘッドレスト１の本体部２を座席Ｃの背凭れＳＢ上部に取り付けた状態
において、クッション部材１０の頭部収容溝10h内に使用者の頭部が常に位置するように
本体部２を背凭れＳＢ上部にとりつけることができるのである。
【００４０】
　また、本体部２は、クッション部材１０と収容部材３とが一体となっていてもよい。例
えば、クッション１０部材の表面に収容部材３と同様の生地を張り付けて本体部２を形成
してもよい。
【００４１】
（クッション部材１０の詳細な説明）
　つぎに、クッション部材１０の各部について、詳細に説明する。
【００４２】
　上述したように、座席用ヘッドレスト１の本体部２のクッション部材１０は、ベース部
材１１と、このベース部材１１の表面11sから突出するように設けられた一対の矩形状の
側壁部材１４、１５とを備えている。
【００４３】
（クッション部材１０の素材について）
　まず、クッション部材１０の各部の構造について説明する前に、クッション部材１０を
形成する部材の素材について、以下説明する。
【００４４】
　座席用ヘッドレスト１の本体部２のクッション部材１０は、その素材が弾性を有するク
ッション部材によって形成されている。
　とくに、クッション部材は、その素材が低反発弾性機能を有する低反発部材によって形
成されているのが好ましい。つまり、クッション部材１０は、低反発弾性機能を有する低
反発部材によって、ベース部材１１と、一対の矩形状の側壁部材１４、１５がそれぞれ形
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成されているのである。
　この場合、使用状態では、頭部収容溝10hが低反発部材で形成されているので、頭部収
容溝10h内に位置する頭部を、頭部周辺のベース部材１１によって包み込むようにフィッ
トさせることができる。すると、この頭部にフィットさせた作用面によって、頭部からの
作用面に対して加えられた荷重を均一に分散させることができる。しかも、頭部を頭部収
容溝10h内底面に押し当てた状態において、頭部収容溝10h内底面からの反発力が小さく、
かつ加えた荷重を均一に分散できるので、頭部への局部的な圧力を低減することができる
。したがって、使用状態では、使用者の快適な睡眠をより長時間に渡って確保することが
できる。
【００４５】
　ベース部材１１を形成する低反発部材は、使用状態における使用者の頭部を快適に包み
込むようにフィットすることができるものであれば、その反発弾性率は、とくに限定され
ない。例えば、低反発部材は、その反発弾性率が１０％以下のものが好ましく、２％～８
％のものがより好ましい。反発弾性率が２％よりも小さいと頭部の沈み込みが極端となる
。また、反発弾性率が１０％よりも大きくなれば、反発弾性率が高くなりすぎるので、使
用状態では、使用者が寝返りをするたびに頭部が弾み、睡眠が妨げられる。
　なお、低反発部材の反発弾性率が８％以下の場合のその硬度（２５％硬度）は、３０Ｎ
～７０Ｎのものが好ましい。
【００４６】
　とくに、図３に示すように、ベース部材１１は、低反発部材によって形成された板状の
低反発部材１２と、この低反発部材１２よりもやや高い弾性機能を有する素材で形成され
た高反発部材１３と、がベース部材１１の表面からこの順番で積層するように形成されて
いるのが好ましい。
　ベース部材１１は、その背面から高反発部材１３と低反発部材１２の順に積層して形成
されているので、使用状態では、ベース部材１１の表面（つまり低反発部材１２の表面）
が沈みながら頭部の荷重を均一に分散させる。そして、低反発部材１２の沈み込みを、低
反発部材１２の背面に配設した高反発部材１３の反発力によって支持する。すると、ベー
ス部材１１の表面、言い換えれば、低反発部材１２のうち、一対の側壁部材１４、１５間
に形成された頭部収容溝10h内底面における頭部の極端な沈み込みを防止することができ
る。したがって、使用状態では、使用者の睡眠姿勢を適切な状態となるように維持するこ
とができる。
【００４７】
　なお、上記のごとき、低反発部材１２と高反発部材１３を積層することによってベース
部材１１を形成した場合、高反発部材１３は、２５％以上のものが好ましく、３５％～６
０％のものがより好ましい。かかる反発弾性率を有する高反発部材１３を採用すれば、低
反発部材１２と高反発部材１３を積層した場合のベース部材１１の効果をより確実にする
ことができる。つまり、使用状態では、ベース部材１１における頭部の極端な沈み込みを
確実に防止できる。
　なお、高反発部材の反発弾性率が３５％以上の場合の硬度（２５％硬度）は、７０Ｎ～
１５０Ｎのものが好ましく、７０～１２０Ｎのものがより好ましい。
【００４８】
　なお、上記反発弾性率および硬度は、ＪＩＳ　Ｋ　６４００の方法またはＪＩＳ　Ｋ　
６４００に準拠した方法で測定した値を意味する。
【００４９】
　また、低反発部材として、反発弾性率が所望の範囲内となるような素材で形成されてい
れば、とくに限定されず、例えば、高分子の発泡樹脂を採用することができる。
　この発泡樹脂として、例えば、ポリウレタンを基本骨格とする軟質ウレタンフォームを
採用することができる。この軟質ウレタンフォームは、密度や硬さなどの一般物性を用途
に合わせて適宜調整し製造することが可能である。具体的には、発泡樹脂の原料としてポ
リウレタンをコンベア上に流して発泡させれば、ブロック状の発泡体を形成する。この発
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泡体を所定のサイズに裁断すれば所望の低反発部材を得ることができる。また、このよう
な軟質ウレタンフォームは、様々な形状および物性を備えたものが市販されているので、
経済性にも優れている。
【００５０】
　なお、上述した反発弾性率を有する低反発部材によって側壁部材１４、１５を形成して
もよいのは、言うまでもない。この場合、寝返りをしたときに頭部が動いて一対の側壁部
材１４、１５に接触した場合でも、かかる衝撃を確実に分散吸収できるから、使用者の睡
眠が覚醒されたりするのを防止できる。
【００５１】
　また、ベース部材１１の低反発部材１２および高反発部材１３は、使用状態において、
使用者の睡眠姿勢を適切な状態となるように維持することができる厚さであれば、とくに
限定されない。
【００５２】
　例えば、図３に示すように、ベース部材１１の低反発部材１２は、その厚さＤ２が２０
ｍｍ～４０ｍｍ、高反発部材１３は、その厚さＤ３が５ｍｍ～２０ｍｍとなるように形成
することができる。ベース部材１１の低反発部材１２および高反発部材１３を上記のごと
き厚さＤ２、Ｄ３に形成すれば、使用状態では、使用者の頭部を適切な睡眠姿勢を長時間
に渡って維持することができる。例えば、ベース部材１１の低反発部材１２の厚さＤ２を
約３０ｍｍ、高反発部材１３の厚さＤ３を約１０ｍｍとすれば、頭部収容溝10h内底面を
柔らかすぎず、硬すぎない状態で頭部にフィットさせることができる。しかも、使用者の
仰向け姿勢における頭部の位置を適切な睡眠姿勢の位置に配置することができる。
　また、非睡眠時においても、使用者に対してより快適な着座姿勢を付与することができ
る。
【００５３】
　なお、ベース部材１１の低反発部材１２の厚さＤ２が４０ｍｍよりも大きくなれば、使
用状態では、使用者の頭部を適切な睡眠姿勢に維持できなくなる。
【００５４】
　つぎに、クッション部材１０の各部の構造について説明する。
【００５５】
（ベース部材１１について）
　ベース部材１１は、上述したように、座席用ヘッドレスト１を取付けるための座席の背
凭れ上部の形状と正面視略相似形であって、その大きさが背凭れ上部と略同一またはやや
小さくなるように形成されている。
　例えば、背凭れＳＢ上部の形状が正面視略台形であって、背凭れＳＢの長手方向の長さ
（つまり基端から先端までの長さ）が約７００ｍｍ、横幅が約５５０ｍｍの場合、ベース
部材１１は、背凭れＳＢ上部と正面視略相似形の略台形であって、その上下方向の長さＨ
１（図２では上下方向）が約３８０ｍｍ、上端の長さが約３６０ｍｍ、下端の長さ（図２
ではＷ１＋Ｗ２＋Ｗ３に相当）が約５５０ｍｍとなるように形成することができる。この
場合、使用者が一般の大人であれば、使用状態では、確実に頭部がクッション部材１０の
ベース部材１１上面に位置させることができる（図６参照）。
【００５６】
（側壁部材１４、１５について）
　図２および図６に示すように、一対の側壁部材１４、１５は、上述したように、矩形状
の部材であって、互いに離間し、かつ、両者間の内面間距離Ｗ１が使用者の頭部の横幅Ｈ
Ｗよりも広くなるようにベース部材１の表面11sに配設されている。
　一対の側壁部材１４、１５は、上記のごとき内面間距離Ｗ１（つまり横幅）を有する頭
部収容溝10hを両者間に形成することができれば、その形状はとくに限定されない。
　例えば、図２に示すように、一対の側壁部材１４、１５は、正面視略台形であって、そ
れぞれの内面14c、15cが略平行になるように形成することができる。この場合、使用状態
では、一対の側壁部材１４、１５の内面14c、15cが背凭れＳＢの長手方向の軸と略平行に
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なるので、頭部収容溝10hにおいて、使用者の頭部が上下に移動しても、頭部が頭部収容
溝10hの外方にでていくのを確実に防止できる。
【００５７】
　また、図３に示すように、一対の側壁部材１４、１５は、その厚さＤ１が、使用状態に
おいて、使用者の頭部の動きを防止できる厚さであれば、とくに限定されない。例えば、
その厚さＤ１が、約３０ｍｍ～約６０ｍｍ程度が好ましい。この場合、使用状態では、頭
部が頭部収容溝10hから外方（つまり本体部２から外方）にずり落ちるのを確実に防止す
ることができる。
【００５８】
　また、図２に示すように、一対の側壁部材１４、１５の長手方向の長さ（図２ではＨ１
－Ｈ２の長さ）を調整すれば、使用者に身長に適した頭部収容溝10hを形成することがで
きる。
　さらに、図２に示すように、一対の側壁部材１４、１５の下端の長さＷ２、Ｗ３を調整
すれば、使用状態における頭部の強い衝撃に対しても確実に抗することができる。
【００５９】
　さらになお、一対の側壁部材１４、１５は、その下端面（図２または図３では14b、15b
）が、基端から先端に向かって上傾するように形成されているのが、好ましい。つまり、
一対の側壁部材１４、１５をベース部材１の表面11sに配置した状態における側面視にお
いて、一対の側壁部材１４、１５の下端面と底面のなす角が鋭角になるように形成されて
いるのである。
　一般的に、使用者の座高は、その高さが使用者によって変動するので、使用状態では、
背凭れにおける使用者の肩の位置も上下する。しかし、一対の側壁部材１４、１５の下端
面が上傾斜するように形成されているので、使用者の肩の位置が上下に変動しても、一対
の側壁部材１４、１５の下端部を使用者の肩に違和感なくフィットさせることができる。
また、一対の側壁部材１４、１５の下端部にあたり角がない状態となるので、使用状態に
おいて、使用者の頭部が移動した場合でも、一対の側壁部材１４、１５の下端部が使用者
の顎などの頭部下端に干渉するのを防止できる。すると、使用状態では、使用者が寝返り
をした場合であっても、使用者が一対の側壁部材１４、１５に干渉されて睡眠から覚醒す
るようなことをより防止できる。
【００６０】
　上記例では、一対の側壁部材１４、１５の内面14c、15cが、略平行になるように配設し
た場合について説明したが、かかる配置に限定されない。
　例えば、一対の側壁部材１４、１５の内面14c、15cが、下方に向かって離間するように
配設してもよい。具体的には、一対の側壁部材１４、１５の内面14c、15cが、ハ字状にな
るように一対の側壁部材１４、１５をベース部材１１の上面に配設する。この場合、使用
状態では、内面14c、15cと使用者の頭部、より具体的には、顔面の距離が下方に向かって
広くなるので、寝返りが行いやすくなるし、圧迫感を減少させることができる。
【００６１】
　一方、この逆に一対の側壁部材１４、１５の内面14c、15cが、逆ハ字状になるように一
対の側壁部材１４、１５をベース部材１１の上面に配設してもよい。この場合、使用状態
では、頭部収容溝10hの上方が広くできるので、使用者の目線領域をより開放的にするこ
とがきるし、一対の側壁部材１４、１５の基端部によって使用者の頭部、より具体的には
、頸部を保持することができる。
【００６２】
　なお、一対の側壁部材１４、１５の内面14c、15cは、その形状は上記例に限定されず、
例えば、曲面であってもよいのは、言うまでもない。
【００６３】
　なお、上記例では、取付部２０は、内部に収容空間20hを有する袋状の部材であって、
その形状および大きさが背凭れ上部と略相似形であって大きさが略同等または若干大きく
なるように形成された場合について説明した。しかし、取付部２０は、座席用ヘッドレス
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、とくに限定されない。
【００６４】
　例えば、取付部２０が弾性を有する複数のベルト部材によって形成されていてもよい。
この場合、座席用ヘッドレスト１を背凭れ上部に取り付けた状態において、本体部２を背
凭れ上部前面に密着するように配設することができる。すると、本体部２をより外れにく
くできる。しかも、本体部２は取付部２０の弾性を有する複数のベルト部材によって後方
に引っ張られているので、使用状態では、使用者がある程度動いた場合であっても本体部
２がほとんど動かないので、使用者はより安定した睡眠を確保することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本考案の座席用ヘッドレストは、長距離バスや観光バス、電車などに使用される座席や
映画館など長時間人が座る椅子の背凭れに取り付けて使用されるヘッドレストに適してい
る。
【符号の説明】
【００６６】
　　１　　　座席用ヘッドレスト
　　２　　　本体部
　　３　　　本体部を収容する収容部材
　　１０　　クッション部材
　　１０ｈ　頭部収容溝
　　１１　　ベース部材
　　１２　　低反発部材
　　１３　　高反発部材
　　１４　　側壁部材
　　１５　　側壁部材
　　２０　　取付部
　　２０ｈ　取付部の収容空間
　　２０ｅ　取付部の開口
　　ＡＲ　　アームレスト
　　Ｃ　　　座席
　　ＨＷ　　頭部の幅
　　ＳＢ　　背凭れ
　　ＳＣ　　シートクッション
　　Ｗ１　　頭部収容溝の幅
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